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Ⅰ はじめに 

 

○ 学校部活動は、学校教育の一環として、教職員が各部活動の責任者として

指導に当たりながら、興味・関心のある同好の生徒の自主的・自発的な参加

のもとに行われてきた。 

また、生徒のスポーツ・文化芸術に親しむ機会を確保し、体力や技能の向

上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等と

の好ましい人間関係を築き、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感

を育むなど、学校における生徒の自主的で多様な学びの場としての教育的意

義も担ってきた。 

しかし、少子化が進み、さらには学校の働き方改革など社会情勢が変化す

る中、学校部活動をこれまでと同様の体制で運営することが難しくなってき

ており、学校によっては部活動の存続が厳しい状況にある。 

 

○ こうした中、国においては令和４年１２月に「学校部活動及び新たな地域

クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を、県においても令

和５年１０月に「山口県新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針」を

策定され、学校部活動の段階的な地域移行の検討と、新たな地域クラブ活動

を整備するために必要な対応等が示されたところである。 

 

○ このようなことから、本市においても、国のガイドラインや県の方針を踏

まえ、将来にわたって、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむこ

とができる機会を確保するため、「山口市中学校部活動の地域クラブ活動へ

の移行に関する推進方針」を策定する。 

 

○ 市、学校、スポーツ・文化芸術団体等の関係者は、本方針を踏まえた共通

理解のうえで、地域の実情に合わせて、これまで学校の管理下で行われてき

た学校部活動を、家庭・地域の連携・協働の下、さまざまな手法の中から創

意工夫を凝らし、地域クラブ活動への移行を円滑に進める。 
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Ⅱ 本市の市立中学校の学校部活動を取り巻く状況 

 

１ 生徒数の減少 

 

 本市の市立中学校の学校部活動を取り巻く状況は近年大きく変化してきてい

る。下の図は、０歳～１４歳の人口の推移を表している。少子化の進展によ

り、令和２年の２４，７９６人から、令和７年には１，７８６人（７．２％）

減の２３，０１０人、令和４２年には９，７０５人（３９．１％）減の 

１５，０９１人が見込まれている。 

 
本市には、市立中学校が１７校あり、広大な地域に点在している。学校規模

別の割合を見ると、１７校のうち６校が１００人未満（３５．３％）、１００～

２００人未満は１校（６．０％）、２００人～３００人未満は４校（２３．５％）、

３００人～４００人未満は３校（１７．６％）、４００人以上の中学校は３校 

（１７．６％）となっている。 
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２ 学校部活動の加入率の低下 

 

生徒数が２００人未満の７校の部活動数は２～６部であるが、生徒数が 

４００人以上の３校はいずれも２０部以上という現状である。生徒数の多い学

校については、生徒が選択できる部活動の数が多くなるが、学校規模の小さい

生徒数が２００人未満の７校の中学校においては、このような少ない選択肢か

ら部活動を選択するという状況であり、生徒のニーズに対応することが難しく

なっている。 

下の図は、山口市立中学校の運動部における「部員数」と「部活動加入率」の

推移を示している。平成３０年～令和５年の６年間で、市立中学校の生徒数は

ほぼ横ばいであるが、運動部への加入部員数は、平成３０年は３，７０３人、令

和５年は２，９２６人で、７７７人（２１．０％）減少しており、運動部活動へ

の加入率が下がっている（平成３０年７８．２％→令和５年６１．７％）。 

 
  

また、文化部については、加入部員数は、平成３０年は９３３人、令和５年 

 は１，０１２人で、文化部活動への加入率は微増となっている。 

（平成３０年１９．７％→令和５年２１．４％）。 
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また、次の図は、運動部数と文化部数の推移を示している。市立中学校全体

で設置されている運動部の合計数は、平成２６年の３０２部から令和５年には

２１６部となり、１０年間で８６部（２８．５％）減少している。少子化の影

響とともに加入率の低下により、学校規模に関わらず、部活動の小規模化が進

んできており、学校単位での充実した部活動の維持が困難となり、生徒の選択

肢が少なくなってきている。 

このように、生徒数が減少し、学校規模が縮小する中で、部員数の不足によ

り、これまでのように多様な種目の部活動を維持することは困難となってきて

いる。今後、生徒にとって魅力あるスポーツ・文化芸術活動を検討していく中

で、こうした活動に生徒が継続して取り組むことができる機会を確保するため

の方策が必要となっている。
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３ 教職員の現状 

  

国のガイドラインでは、専門性や意思に関わらず教職員が顧問を務めるこれ

までの指導体制を継続することは、学校の働き方改革が進む中、より一層厳し

くなるとされている。また、県方針では、競技経験のない教職員が指導せざる

を得ないこと、休日も含めた部活動の指導や大会への引率、運営への参画が求

められるなど、教職員にとって大きな業務負担となっている実態もあると示さ

れている。 

  本市においても、国や県と同様の状況にあり、令和５年５月に実施した中学

校教職員への中学校部活動の地域移行に関するアンケート調査の自由意見の回

答では、「専門種目でない指導は負担である」「部活動に使っている時間を教材

研究に使って、もっと良い授業にしたい」などの意見がある。こうしたことか

ら、教職員の負担を軽減し、教材研究など本来の業務時間を確保するための取

組が必要である。 

  一方で、地域クラブ活動に関わりたいと回答した中学校教職員は８０人（全 

体の２５％）となっており、このうち、「指導者として関わりたい」「審判員と

して関わりたい」「運営スタッフとして関わりたい」といった意見もあること

から、地域での指導を希望する教職員が、引き続き指導者として関わることの

できる仕組みの検討が必要となっている。 
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Ⅲ 地域クラブ活動への移行に関する基本的な方向性 

 

【地域クラブ活動とは】 

 地域クラブ活動は、学校の教育課程外の活動として、社会教育法上の「社

会教育」（主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育

及びレクリエーションの活動を含む。））の一環として捉えることができ、ま

た、スポーツ基本法や文化芸術基本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位

置付けられるものである。 

したがって、地域クラブ活動は、学校と連携・協働し、学校部活動の教育

的意義を継承・発展しつつ、スポーツ・文化芸術の振興の観点からも充実を

図ることが重要である。 

（『山口県新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針』(令和５年１０月)より） 

 

１ 目指す姿 

すべての生徒が、さまざまなスポーツ・文化芸術活動に親しめる環境が 

整っています。 

 

本市は、これまで「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる」という

考えの下で、子どもたちの生活全般において、学校、家庭、地域の連携を深める

取組として、コミュニティ・スクールの推進や、地域協育ネットコーディネー

ト機能のさらなる充実を図るとともに、山口市教育支援ネットワーク「やまぐ

ち路傍塾」の登録者等の協力を得ながら、中学校卒業程度までの子どもの育ち

や学びを山口のまち全体で支えてきた。 

したがって、本市における市立中学校の学校部活動の地域クラブ活動への移

行にあたっても、こうした取組を活用し、子どもたちの生涯を通じた運動習慣

づくりや文化芸術等への愛好が促進され、生徒の望ましい成長を保障できるよ

う、すべての生徒が、さまざまなスポーツ・文化芸術活動に親しめる環境を整

えることを目指し、令和８年度から平日と休日の学校部活動を地域クラブ活動

へ移行させることとする。 

 

２ 基本方針 

 方針１ 学校部活動の教育的意義の継承・発展 

  ・学校部活動の教育的意義や役割を地域クラブ活動においても継承・発展さ 

せる。 

・学校・家庭・地域の連携・協働の下、発達の段階やニーズに応じた多様な 

活動ができる環境整備を進める。 

  ・学校部活動で行われている種目等の活動機会の確保に努めるほか、新たな

活動機会の創出に努める。 
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方針２ 持続可能な活動を維持できる体制の整備 

・指導者や運営スタッフを持続的に確保できる仕組みを整備する。 

・安心・安全な活動が行われる管理方法の整備や指導者の資質・能力の向上

を図る。 

 

３ 期待される効果 

（１）生徒への効果 

○少子化により存続が厳しくなった活動の継続が期待できる。 

○選択肢が広がり、新たな活動や複数の活動へチャレンジできることが期待 

できる。 

○スポーツ・文化芸術活動の経験を有する指導者から指導が受けられるなど、 

技能の向上につながることが期待できる。 

○他校の生徒や多世代間の交流のなかで、心身の成長が期待できる。 

 

（２）学校への効果 

○学校部活動の地域クラブ活動への移行により、教員の授業準備、教材研究 

などの本来の業務時間の確保ができ、学校教育の質が向上することが期待 

できる。 

〇多様な人材が学校と関わることにより、コミュニティ・スクールなどが深 

化・充実することが期待できる。 

 

（３）地域への効果  

○活力あるスポーツ・文化芸術環境の構築が促進され、多世代が交流する新 

たなコミュニティが生まれ、地域の活性化が期待できる。 

○地域で育った子どもたちが、将来的に地域の指導者として活躍するなどの 

好循環が期待できる。 

〇学校施設開放が進み、多様な活動機会を確保することにより、地域のスポ 

ーツ・文化芸術活動の充実が期待できる。 
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Ⅳ 地域クラブ活動のイメージ 

 

 地域クラブ活動に関して、認定要件、会費の設定、保護者等の負担軽減などの

詳細については、国や県等の動向も含めて、関係者等と別途協議、検討すること

とし、地域クラブ活動のイメージは、以下のとおりとする。 

 

（１）本部 

   市は、市内で行われる地域クラブ活動を統括するために、本部を設置し、

地域クラブの認定等を行う。 

 

（２）実施主体 

・既存の団体や民間クラブ等で市の認定を受けた団体 

・個人及び団体等が新たにクラブをつくり市の認定を受けた団体 

 

（３）構成員 

市立中学校の生徒を対象とする。（その他の生徒が参加を希望する場合

は柔軟に対応） 

 

（４）指導者 

「やまぐち路傍塾」登録者をはじめ、スポーツ・文化芸術団体の指導者の

ほか、部活動指導員となっている人材の活用、退職教員、兼職兼業の許可を

得て地域での指導を望む教職員や市職員等、企業関係者、公認スポーツ指導

者、スポーツ推進委員、競技・活動経験のある大学生・高校生や保護者、地

域おこし協力隊など、さまざまな関係者から指導者を確保する。 

 

（５）適切な休養日等の設定 

 生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を送れるよう、適切な活動時

間と休養日を設定する。 

 

（６）活動場所 

・中学校の施設を基本とし、必要に応じて、公共のスポーツ・文化芸術施設 

や地域交流センター、社会教育施設、地域団体・民間事業者等が有する施 

設等を活用する。 

   ・市は、地域クラブ活動を行う団体等に対して、学校施設をはじめ、市が設

置する公共施設を利用しやすい環境づくりを行う。 

・市は、学校施設の円滑な利用を進めるため、必要に応じて、地域クラブ活 

動の利用ルール等を定める。 

 

 

 

 



9 

 

 

Ⅴ　スケジュール

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度以降

進捗状況を評価・分析し、

更なる改革

改革推進期間 ※国と同調

地域クラブ活動への移行に向けての

段階的な整備

地域クラブ活動を試行実施し、

環境整備を行う など

関係団体等からなる新たな協議組織における具体的な検討

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
移
行
開
始

新たな推進組織を市長事務部局内に設置して、具体的な検討

推進方針で掲げる目指す姿の実現

「すべての生徒が、さまざまなスポー

ツ・文化芸術活動に親しめる環境が

整っています」

山口市中学校部活動改革推進協議会における検討


